
平成 19年 10月 1日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会長 鷲 見 富 士雄

(公印省略)

麻薬、麻楽原料植物、向精神薬及び麻薬向精神案原料を指定する政令の一部を

改正する政令の施行について(通知)

このことについて、平成 19年 9月 28日 付け薬第 685号 をもって茨城県保健福祉部

長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



薬  第 6 8 5 号

平成 1 9 年 9 月 2 8 日

茨城県毒物劇物保安協会長 殿

茨城県保健福祉部長

麻栗,麻 栗原料植物,向 精神薬及び麻薬向精神栗原料を指定する政令の一
部を

改正する政令の施行について (通知)

このことについて,平成 19年 9月 20日 付け薬食発第 0920001号 をもつて厚生労働

省医薬食品局長から別添のとおり通知がありましたので,関係者に対する周知方お願いします。



薬食発第 09200 0 1号

平成 19年 9月 20国

都 道 府 県 知 事

各地方厚生 ( 支) 局 長

厚生労働省医薬食品局長!

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神案原料 を指定す る

政令の一部を改正する政令の施行について (通知)

平成 19年 9月 20日政令第 294号をもつて、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成 2年 政令第 238号 。以下 「指定政

令」という。)が 、別添のとおリー部改正されたので、下記事項について御了

知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

第1 改 正要旨

① 改 正の概要

次に掲げる物質については、麻案と同種の有害作用及び麻案と同種の濫

用のおそれが確認されたことから、これを新たに麻薬として指定するた

め、指定政令を改正したものである。

(50-4,5-エポキシー6-メトキシー17-メチルー6,7,8,14-テトラデヒドロモ

ルヒナンー3-オール (別名オリパビン)

② 改正の内容
次の物質を麻薬に指定したこと。 (指定政令第T条 関係)

(50-4,5-エポキシー6-メトキシー17-メチルー6,7,8,14-テトラデヒドロモ

ルヒナンー3-オール (別名オリパビン)及 びその塩類

③ 施 行期日

公布の日 (平成 19年 9月 20日 )か ら起算して 30日 を経過した日

成 19年 10月 20日)か ら施行するものであること。
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殿
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第2 改 正政令の施行に当たつての留意事項

① 医 薬品製造業者、医師、歯科医師、獣医師、研究者及びその他の者が業

務又は研究のため、今般麻案に指定される物質 (以下 「麻案指定物質」と

いう。)を 継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取

締法 (以下 「麻向法」という。)に よる規制を受けることとなることか

ら、施行日までにあらかじめ麻薬施用者、麻薬研究者等の免許取得等必要

な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項を指導し、管

理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既 に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う

場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理

不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ ① 及び②について、麻向法第 49条 等の規定に基づく麻楽研究者等の届

出書に記載する期初在庫数量については、施行日 (平成 19年 10月 20

日)現 在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

④ 医 薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質の

うち、今後必要としないものについては、指定政令等の改正の施行前であ

れば廃棄するよう指導するとともに、施行後であれば所有権を放棄するよ

う指導されたいこと。また、廃棄するときは、焼却その他の当該物質を回

収することが困難な方法によることについても指導されたい。なお、施行

日以降に発見した場合は、所定の調査を行い状況に応じた措置をとられた

いこと。

第3 物 質の構造式等

化学名 i(50-4,5-エポキシー6-メトキシー17-メテルー6,7,8,14-

テ トラデヒドロモルヒナンー3-オール

:オリパビン

HO

N~CH3

CH3~O

名

造

別

構



■
ヽ
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■
が
宅

ヤ，い
一，一′一

政
令
第
二
百
九
十
四
号

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
栗
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第

一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
栗
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
七
十
五
号
を
第
七
十
六
号
と
し
、

第
九
号
か
ら
第
七
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、

第
八
号
の
次
に
次

の

一
号
を
加
え
る
。

九

　

（
五
Ｒ
）
十
四

・
五
十

エ
ポ

キ
シ
十
六
十
メ
ト
キ
シ
ー
十
七
十
メ
チ
ル
十
六

ル
ヒ
ナ
ン
十
二
十
オ
ー

ル

（別
名
ォ
リ
パ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
塩
類

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布

の
日
か
ら
起
算

し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 ・

七

・
人

・
十
四
十
テ
ト
ラ
デ

ヒ
ド

ロ
モ



麻
薬
、

麻
栗
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一

〇

麻
菓
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
粟
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
一

（麻
菜
）

第

一
条
　
亡船
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
七

十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

八
　
Ｎ
Ｉ
エ
チ
ル
ｌ

α
ｌ
メ
チ
ル
ー
三

・
四
十

（メ
テ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
）
フ
ェ
ネ

チ
ル
ア
ミ
ン

（別
名
Ｎ
Ｉ
ェ
チ
ル
Ｍ
Ｄ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

対

　

（
―

到
田
刊
湘
判
「
刊

エー
対
剖
召
封
側
州
刊
判
判
―‐
「
刊
封
斜
財

――
対

増リ
パ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
塩
類

十
　

一
―

（三
十
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十

一
～
七
十
六

　

（略
）

部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

一年
政
令
第
二
百
三
十
人
号
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

（麻
栗
）

第

一
条
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
七

十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

八
　
Ｎ
Ｉ
エ
チ
ル
ｌ

α
ｌ
メ
チ
ル
ー
三

・
四
―

（メ
テ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
）

フ

ェ
不ヽ

チ
ル
ア
ミ
ン

（別
名
Ｎ
Ｉ
エ
チ
ル
Ｍ
Ｄ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

（新
設
）

九
　

一
―

（三
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
一ス
ン
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
～
七
十
五

　

（略
）



平成 19年 9月 20日  木 曜 日 官 8
巳
Ⅸ

寺
干 第4672号

ご
一　
前
項
第

二
号
の
二
に
掲
げ
る
利
子
　
当
該
利
子

に
係
る
預
金
の
新
た
な
預
入
の
申
込
み
の
受
付
の

事
務

四
　
前
項
第

二
号
の
三
に
掲
げ
る
利
子
　
当
該
利
子

に
係
る
旧
積
立
郵
便
貯
金
等
の
現
在
高
に
つ
い
て

の
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務

（利
子
の
計
算
の

た
め
の
も
の
を
除
く
。

）

五
　
前
項
第
四
号
の
二
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
差
益

当
該
差
益
に
係
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
基

′
づ
く
保
険
金
若
し
く
は
満
期
保
険
金
又
は
解
約
返

戻
金
の
支
払
の
請
求
の
受
付
の
事
務
を
行
う
営
業

所
、

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（以

下
こ
の
号
に
お
い
て

「営
業
所
等
」
と
い
う
。

）
を

当
該
営
業
所
等
の
所
在
す
る
地
域
に
お
い
て
統
轄

す
る
事
務

第
十
七
条
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
三

第

一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
中

ズ
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
号
ご
を
削
る
。

第
二
十
八
条
中

「附
則
第

二
十
三
粂
」
を

「附
則
第
二

十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第

一
号
中

「附
則
第
十
九
条
第
二
号
」
を
「附

則
第
二
十
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第

一
項
中

「附
則
第
三
十

一
条
第

一
項
」

を

「附
則
第
二
十

二
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
十
条
を
附
則
第
四
十

一
条
と
し
、

附
則
第
二

十
五
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
を

一
条
ず

つ
繰
り
下
げ

る
。附

則
第
二
十
四
粂
第

二
項
中

「附
則
第
二
十
三
条
第
二

項
」
を

「冊
則
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
条
を

附
則
第
二
十
五
条
と
す
る
。

附
則
第
二
十
三
条
を
附
則
第
二
十
四
条
と
し
、

附
則
第

十
五
条
か
ら
第

二
十

二
条
ま
で
を

一
粂
ず

つ
繰
り
下
げ
、

附
則
第
十
四
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（地
方
税
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条
　
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税

法
施
行
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
の
二
に
掲

げ
る
利
子
に
つ
い
て
道
府
県
民
税
の
利
子
割
を
地
方
税

法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十

一
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ

っ
て

徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

同
号
に
掲
げ
る

利
子
の
支
払
の
取
扱
い
を
す
る
者
の
営
業
所
等

（同
法

第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

）
の
所
在
す
る
道
府
県
内
に
当
該
利
子
の
支

払
を
す
る
者
の
営
業
所
等
が
所
在
す
る
と
き
は
、

当
分

の
間
、

同
法
第
七
十

一
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、

当
該
利
子
の
支
払
を
す
る
者
を
当
該
道
府
県

の
条
例
に
よ

っ
て
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
指
定
し
、

こ
れ
に
当
該
利
子
割
を
徴
収
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

こ

の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、

同
項
中

「前
項
」
と
あ
る
の
は
、

「郵
政
民
営
化

法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政

令

（平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
附
則
第
十

五
条
」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍

総
務
大
臣
　
増
田

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政

令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

‐
　

　

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
並曇

一

政
令
第
二
百
九
十
二
号

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め

る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

公
益
通
報
者
保
護
法

（平
成
十
六
年
法
律
第

百
二
十
二
号
）
別
表
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政

令

（平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
十
二
号
の
二
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四
百
十
二
の
三
　
】違
失
物
法

（平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
三
号
）

第
四
百
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
十
四
の
二
　
信
託
法

（平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

『百
）

四
百
十
四
の
三
　
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に

関
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　
第
四
百
十
二
号
の
二
の
次
に

一
号
を
加
え
る
改
正

規
定
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
日

一
一　
第
四
百
十
四
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定

（第
四
百
十
四
号
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）

武

力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（平

成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
王曇

一

法
務
大
臣
　
鳩
山
　
邦
夫

文
部
科
学
大
臣
　
伊
吹
　
文
明 寛 晋

也 三

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

こ
に
公
布
す
る
。

御

　

名

御

　

璽

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
立曇

一

政
令
第
二
百
九
十
四
号

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向

精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す

る
政
令

内
閣
は
、

麻
菓
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（昭
和
二
十
八

年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第

一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基

づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
、

麻
英
原
料
植
物
、

向
精
神
葉
及
び
麻
葉
向
精
神

薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十

八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
七
十
五
号
を
第
七
十
六
号
と
し
、

第
九
号

か
ら
第
七
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、

第
八
号

の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

九

　

（五
Ｒ
）
十
四

・
五
―

エ
ポ
キ
シ
十
六
―
メ
ト
キ

シ
ー
十
七
―
メ
テ
ル
十
六

・
七

・
八

・
十
四
十
テ
ト

ラ
デ
ヒ
ド
ロ
モ
ル
ヒ
ナ
ン
ー
三
―
オ
ー
ル

（別
名
オ

リ
パ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
塩
類

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要

一

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
王曇

一

平
成
十
九
年
八
月
二
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
の
間
の
暴

風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
差
災
害
及
び
こ
れ
に
対

し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

　

璽

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
正曇

一

向
精
神
薬
及
び
麻
菜
向
精
神

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ

′
      備

互
唇景倉督全曇岳
つ一日風十号欄
た度にと分^の
も三北な東同暴
の十緯 つ経年風
を五四た百七雨
い分十熱四月と
うに一帯十二は
じお度低四十

｀

にい三気度九平
よて十圧三日成
る熱五で十に十
も帯分

｀
分北九

の低東同に緯年
を気経年お十台

平
成
十
九
年
八
月
二
日

か
ら
同
月
四
日
ま
で
の

間
の
暴
風
雨
に
よ
る
災

空
中

激

甚

災

堂

法
第
五
条
及
び
第
二
十

四
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
に
規
定
す
る
措

宴厚
適
用
す
べ
き
措
置

政
令
第
二
百
九
十
五
号

平
成
十
九
年
八
月
二
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
の
間

の
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及

び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政

援
助
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

号
）
第
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
災
害
を
激
甚
災
害
に
対
処
す

る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第

一
項
の
激
甚
災
害
と
し
て
指

定
し
、

当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

総
務
大
臣
　
増
田
　
寛
也

財
務
大
臣
　
額
賀
高
志
郎

農
林
水
産
大
臣
　
若
林
　
正
俊

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名

御

　

璽

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
工曇

一

政
令
第
二
百
九
十
六
号

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す

る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第

一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、　

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。


